
1/53 

○石垣都市計画地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則 

平成31年4月1日 

規則第12号 

石垣都市計画地区計画の区域内における建築物等及び緑化率の制限に関する条例施行規則

(平成19年石垣市規則第36号)の全部を改正する。 

目次 

第1章 総則(第1条) 

第2章 建築基準法及び都市緑地法に基づく建築物の制限(第2条―第12条) 

第3章 景観法に基づく建築物等の形態意匠に関する制限(第13条―第29条) 

第4章 雑則(第30条) 

附則 

第1章 総則 

(趣旨) 

第1条 この規則は、石垣都市計画地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平

成31年石垣市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

第2章 建築基準法及び都市緑地法に基づく建築物の制限 

(壁面の位置の制限の緩和) 

第2条 条例第7条の規定の緩和措置として、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第135

条の21を適用する。 

(計画緑化率適合証明書の交付申請) 

第3条 条例第8条の規定による緑化率の最低限度(以下「緑化率の最低限度」という。)に関し

て、都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)第29条の規定に基づく証明書の交付を受

けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、計画緑化率適合証明書交付申請書(様式第1号)

を2部市長に提出しなければならない。 

(1) 敷地の位置を表示する図面 

(2) 建築物又は工作物の位置を表示する平面図及び立面図 

(3) 緑化施設の位置を表示する平面図及び断面図 

(4) 緑化施設の面積を表示する求積図 

(5) 緑化施設一覧表(様式第2号) 

(6) その他市長が必要と認める書類 

2 前項の申請者は、申請後、当該申請内容のうち緑化率に影響を与える内容の変更をしよう
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とするときは、同項各号に定める書類を添えて、計画変更に係る計画緑化率適合証明書交付

申請書(様式第3号)を2部市長に提出しなければならない。 

3 第1項各号の書類を添付して、次の各号に掲げる届出があったときは、それぞれ当該各号に

掲げる申請書の提出があったものとみなす。 

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項に基づく届出 第1項の規定による

計画緑化率適合証明書交付申請書 

(2) 都市計画法第58条の2第2項に基づく届出 第2項の規定による計画変更に係る計画緑

化率適合証明書交付申請書 

(計画緑化率適合証明書の交付) 

第4条 市長は、前条の規定による証明書の交付申請があった場合において、その内容が緑化

率の最低限度に適合すると認めたときは、申請者に計画緑化率適合証明書(様式第4号)を交付

するものとする。 

(緑化施設工事完了延期認定書の交付) 

第5条 市長は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第43条第1項の規定による緑化施設の工事に

関する認定の申請があったときは、その内容を審査し、やむを得ないものであると認めたと

きは、申請者に緑化施設工事完了延期認定書(様式第5号)を交付するものとする。 

(施工緑化率適合証明書の交付申請) 

第6条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けよ

うとする者は、その完了した工事が緑化率の最低限度に適合していることを証する書面の交

付を市長に求めることができる。 

2 前項の交付を受けようとする者は、施工緑化率適合証明書交付申請書(様式第6号)を市長に

提出しなければならない。 

(施工緑化率適合証明書の交付) 

第7条 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が緑化率

の最低限度に適合していると認めたときは、申請者に施工緑化率適合証明書(様式第7号)を交

付するものとする。 

(許可の申請) 

第8条 条例第20条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、次

に定める図書その他その内容を確認できる図書を添えて、許可申請書(様式第8号)の正本、副

本各1部を市長に提出しなければならない。 

(1) 付近の見取図 方位、道路及び目標となる地物を記載したもの 

(2) 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物
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とその他の建築物との別及び擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員を記載

したもの 

(3) 各階平面図 縮尺、方位、間取及び各室の用途並びに壁及び開口部の位置を記載したも

の 

(4) 立面図 縮尺、建築物の高さ及び開口部等を記載した二面以上のもの 

(5) 断面図 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及び庇の出並びに軒の高さ及び建築物

の高さを記載した二面以上のもの 

(6) 適用除外を申請する内容が記載された図面その他市長が必要と認める書類 

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、許可通知書(様式第9号)に同項の申請書

の副本を添えて、申請者に通知するものとする。 

(許可内容の変更) 

第9条 前条の許可を受けた者は、当該許可の内容を既に許可を受けた事項の範囲内において

変更しようとするときは、変更する図書及び許可通知書を添えて、変更許可申請書(様式第

10号)の正本、副本各1部を市長に提出しなければならない。 

2 市長は、前項の規定による変更の申請を許可したときは、変更許可通知書(様式第11号)に

同項の申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。 

(建築主の変更届) 

第10条 建築主は、許可を受けた建築物の工事完了前に建築主に変更があったときは、名義変

更届(様式第12号)に許可通知書を添えて、速やかに市長に届出なければならない。 

(工事取りやめ届等) 

第11条 建築主は、許可を受けた建築物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第

13号)に許可通知書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。 

2 第8条第1項の許可申請の取り下げをしようとする者は、申請取下願(様式第14号)を市長に

提出しなければならない。 

3 市長は、前項の申請取下願を承認したときは、申請取下承認通知書(様式第15号)により申

請者に通知するものとする。 

(許可の取消し) 

第12条 市長は、許可が虚偽その他不正な申請によるものであることが判明したときは、当該

許可を取り消すことができる。 

第3章 景観法に基づく建築物等の形態意匠に関する制限 

(建築物等の形態意匠に関する計画の認定) 

第13条 条例第10条の規定による市長の認定(以下「計画認定」という。)を受けようとする者
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は、地区計画区域内の建築物等の形態意匠に関する計画の認定(変更)申請書(様式第16号)に

次に掲げる図書を添付した正本及び副本並びに地区計画区域内の建築等計画概要書(様式第

17号)を市長に提出しなければならない。ただし、建築物の建築等の規模が大きいため、次

に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該建築物の建築等の規模に

応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。 

(1) 建築物の敷地(以下「敷地等」という。)の位置及び当該敷地等の周辺の状況を表示する

図面(道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における建築物の位置を明示したもの

に限る。)で縮尺2,500分の1以上のもの 

(2) 当該敷地等及びその周辺の状況を示す写真 

(3) 当該敷地等内における建築物の位置を表示する図面(申請に係る建築物と他の建築物と

の別、土地の高低及び敷地等の接する道路の位置を明示したものに限る。)で縮尺100分の

1以上のもの 

(4) 建築物の彩色が施された2面以上の立面図(彩色については、日本工業規格に定める色相、

明度及び彩度の3属性の値(マンセル値)で表示したものに限る。)で縮尺50分の1以上のもの 

(5) 次に掲げる図書等 

ア 建築物等の断面図 

イ 建築物の屋上又は屋根の平面図 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの 

2 市長は、前項各号に掲げる図書のうち、添付の必要がないと認めるものについては、これ

を省略させることができる。 

3 市長は、第1項の規定による申請に係る建築物の計画が条例第9条の規定に適合するものと

認めたときは、地区計画区域内の建築物等の形態意匠に関する計画の(変更)認定証(様式第18

号)を交付し、適合しないものと認めたときは、地区計画区域内の建築物等の形態意匠に関

する制限に適合しない旨の通知書(様式第19号)を交付する。 

4 市長は、前項の計画が条例第9条の規定に適合するかどうかを決定することができない場合

は、条例第10条第2項の期間内に、地区計画区域内の建築物等の形態意匠に関する計画認定

が期間内に認定できない旨の通知書(様式第20号)を交付する。 

5 前各項の規定は、認定を受けた建築物の計画を変更する場合も、同様とする。 

(国の機関等の建築物の計画に対する認定) 

第14条 国の機関等は、条例第13条第2項の規定により通知をしようとするときは、地区計画

区域内の建築物等の形態意匠に関する計画の(変更)通知書(様式第21号)に前条第1項各号に

掲げる図書を添付した正本及び副本並びに建築等計画概要書を市長に提出しなければなら
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ない。 

2 前条第2項の規定は、前項の場合において準用する。 

3 市長は、第1項の規定による通知に係る建築物の計画が条例第9条の規定に適合するものと

認めたときは、地区計画区域内の建築物等の形態意匠に関する計画の(変更)認定証(様式第22

号)を交付し、適合しないものと認めたときは、地区計画区域内の建築物等の形態意匠に関

する制限に適合しない旨の通知書(様式第23号)を交付する。 

4 市長は、前項の計画が条例第9条の規定に適合するかどうかを決定することができない場合

は、条例第13条第3項の期間内に、地区計画区域内の建築物等の形態意匠に関する計画認定

が期間内に認定できない旨の通知書(様式第20号)を交付する。 

5 前各項の規定は、認定を受けた建築物の計画を変更する場合も、同様とする。 

(認定の申請及び通知前の協議) 

第15条 計画認定を受けようとする者は、あらかじめ当該認定の申請前に、建築物の計画内容

について市と協議をしなければならない。当該認定を受けた建築物の計画を変更する場合も、

同様とする。 

2 前項の協議をするに当たっては、第13条第1項各号に掲げる図書に準じ、作成できる範囲内

の図書に基づいて協議を行うものとし、市は、景観形成に関する情報提供及び指導助言等を

行うものとする。 

3 前2項の規定は、国の機関等が条例第13条第2項の規定により通知する場合において準用す

る。 

(行為着手の制限の例外となる工事) 

第16条 条例第10条第4項及び条例第13条第4項の規則で定める工事は、根切り工事、山留め

工事、ウェル工事その他基礎工事とする。 

(是正命令等) 

第17条 市長は、条例第11条第1項の規定により違反を是正するために必要な措置をとること

を命令する場合は、建築物等の形態意匠に関する是正命令書(様式第24号)により行うものと

する。 

2 建築物の工事主又は所有者等は、前項の是正命令書に基づき必要な措置を行ったときは、

その結果について、建築物等の形態意匠に関する是正報告書(様式第25号)の正本及び副本に

必要な図書を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。 

3 条例第11条第2項の規則で定める方法は、石垣市広報紙への掲載とする。 

(違反建築物に係る通知) 

第18条 条例第12条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 
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(1) 処分に係る建築物の概要 

(2) 前号の建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人若しくは宅地建物取引業者又

は工作物の工事の請負人に係る違反事実の概要 

(3) 処分をするまでの経緯及び処分後に市長が講じた措置 

(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項 

2 条例第12条の規定による通知は、文書に、処分の内容を記載した書面を添付して行うもの

とする。 

(工事現場における認定の表示) 

第19条 条例第14条第1項の規定による工事現場での認定済みの表示は、認定済表示板(様式第

26号)の設置により行うものとする。 

(適用の除外) 

第20条 条例第15条第2項第4号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 

(1) 沖縄県文化財保護条例(昭和47年沖縄県条例第25号)第4条第1項の規定により沖縄県指

定有形文化財に指定された建築物等 

(2) 石垣市文化財保護条例(昭和47年石垣市条例第78号)第4条第1項の規定により石垣市指

定文化財に指定された建築物等 

(3) 地下に設ける建築物等又はその部分 

(4) 景観形成上支障がないと認められる仮設の建築物等 

(5) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う建築物等又はその部分 

(6) 通常の管理行為、軽易な行為その他これらに類する行為を行う建築物等又はその部分 

(7) 非常災害のための応急措置として行う建築物等又はその部分 

(8) 条例第9条の規定による建築物等の形態意匠の制限を受ける計画地区の区域内におい

て、当該区域の景観形成に資するものと市長が認めた建築物等又はその部分 

(報告及び立入検査) 

第21条 条例第16条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第27号)とする。 

(工事主等の変更等) 

第22条 条例第10条第2項又は条例第13条第3項の規定により認定を受けた建築物の計画(以

下「認定建築物計画」という。)に係る工事が完了する前に、工事主、工事監理者又は工事

施工者を変更し、又は決定したときは、速やかに工事主等変更(決定)届(様式第28号)の正本

及び副本に、認定証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。 

(認定申請書等の取下げ) 

第23条 第10条第1項の規定により認定申請書を提出した者又は第13条第2項の規定により計
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画の通知書を提出した国の機関等は、市長が認定をする前に当該申請又は通知を取り下げよ

うとするときは、認定申請・計画通知取下げ届(様式第29号)の正本及び副本を市長に提出し

なければならない。 

(工事の取りやめ) 

第24条 認定建築物計画に係る工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(様式第30

号)の正本及び副本に、認定証を添えて、市長に提出しなければならない。 

(認定の取消し) 

第25条 市長は、認定建築物計画が虚偽の申請又は通知その他不正な行為によるものであるこ

とが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 

(工事完了届の提出) 

第26条 認定建築物計画に係る工事が完了したときは、工事完了届(様式第31号)の正本及び副

本を市長に提出しなければならない。 

(建築等計画概要書等の閲覧場所等) 

第27条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第31条第1項に規定する書類は、認定

建築物計画に係る建築等計画概要書及び景観法令による処分の概要書(様式第32号)(以下こ

れらを「概要書」という。)とする。 

2 概要書の閲覧場所は、石垣市都市建設課とする。 

3 概要書の閲覧日は、次に掲げる日以外の日とし、閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15

分までとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。) 

4 市長は、概要書の整理その他やむを得ない理由により必要と認めたときは、前項の規定に

かかわらず、臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を変更することができる。 

(閲覧の手続) 

第28条 概要書の閲覧をしようとする者は、建築等計画概要書等の閲覧票(様式第33号)に必要

事項を記入し、市長に提出しなければならない。 

2 概要書は、閲覧場所から持ち出すことができない。 

(閲覧の禁止) 

第29条 市長は、次のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止することができる。 

(1) この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者 

(2) 概要書を汚損、損傷若しくは紛失し、又はそのおそれがあると認められる者 
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(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者 

(4) 閲覧しようとする概要書に係る建築物を特定しない者 

第4章 雑則 

(委任) 

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成32年3月2日から施行する。 
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様式第1号(第3条関係) 

様式第2号(第3条関係) 

様式第3号(第3条関係) 

様式第4号(第4条関係) 

様式第5号(第5条関係) 

様式第6号(第6条関係) 

様式第7号(第7条関係) 

様式第8号(第8条関係) 

様式第9号(第8条関係) 

様式第10号(第9条関係) 

様式第11号(第9条関係) 

様式第12号(第10条関係) 

様式第13号(第11条関係) 

様式第14号(第11条関係) 

様式第15号(第11条関係) 

様式第16号(第13条関係) 

様式第17号(第13条関係) 

様式第18号(第13条関係) 

様式第19号(第13条関係) 

様式第20号(第13条、第14条関係) 

様式第21号(第14条関係) 

様式第22号(第14条関係) 

様式第23号(第14条関係) 

様式第24号(第17条関係) 

様式第25号(第17条関係) 

様式第26号(第19条関係) 

様式第27号(第21条関係) 

様式第28号(第22条関係) 

様式第29号(第23条関係) 

様式第30号(第24条関係) 

様式第31号(第26条関係) 

様式第32号(第27条関係) 
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様式第33号(第28条関係) 

 


